
危機事象
の発生

【リスク管理委員会】

＜構成員＞
校長・副校長・校長補佐・事務部長・課長
※その他、委員長が必要と認めた者から意見聴取

＜役 割＞
1.危機事象への対応策協議・決定
2.情報の収集・分析・周知
3.危機管理対策本部設置の可否
4.関係機関等連絡調整
5.再発防止策等の協議 等

【各事象毎の対策本部】
＜構成員＞
少数の固定メンバー

＋
対策本部長（校長）が事象毎に指名するメンバー

＜役 割＞
1.リスク管理委員会から示された緊急対応方針
及び具体的な対応措置の確認及び実行

2.各部局の役割分担の確認
3.各部局構成員への情報伝達

対応策の周知・指示 実施報告

情報の収集

各部局
構成員

対応策の実行指示

対応状況報告
対応措置の実行

機動性
確保


